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く基本的な考え方 。方針>

日本在宅介護協会(略称 :在宅協)は 「介護・福祉を新たな成長産業として位置づけ、魅力

と成長力を高め、大きな雇用を創出する産業に育てる」ことを実現するために事業現場の

「自律性」を確保し、事業者自らの創意工夫による「積極的効率化」「生産性の向上」が機

能する制度運用構造に転換すること。即ち、「介護報酬」への依存度を極力軽減させ、介護

保険料の上昇など、更なる国民の負担増を抑えて、制度の持続性を高めるための提言を行

なって参 りました。

特に介護現場を支えている人材(全介護従事者)の処遇改善が喫緊の課題であり、キャリア

アップの仕組み構築等も重要課題 として捉えております。そして介護が、介護職を志す人

たちにとつて魅力と将来性のある、安心して永く続けられる仕事とするべきであると考え

ます。

介護人材養成の在 り方については、今後ますます少子 。高齢化が進展 し、介護サービス

ニァズが質、量ともに増加することを鑑み、時代を見据えた介護サこビスの需給バランス

に配慮した制度とすべきであります。

この議論の場は資格制度のみでなく、今後の我が国の介護・福祉の中長期のあるべき姿

を見据えたものでなくてはな りません。介護人材養成の在 り方は、その中で根幹を成す重

要な位置づけとなるものと認識 しております。将来に向けてt介護人材の量的な確保はも

ちろんのこと、資質向上のための介護人材の能力評価基準、更なる L/ベルアップのための

教育研修システム、専門資格研修や認定制度等の構築に取り組むべきであると考えます。



「今後の介護人材養成の在 り方について」の提言内容

1:今後の介護人材養成の基本的な方向性

介護人材養成の在 り方は、短期的なその場しのぎの政策議論から脱却すべきである。

今後の介護人材養成の基本的な方向性は「介護サービスの質」の他に「介護労働市場の

需給バランス」(資格取得ハー ドルの高低や費用負担等)や 「見込み必要量の確保」(制度

ぁってチービ不無し)な どもベァスにして考えるべきである。

本検討会では、至急見直すべき過去の政策について、以下のとおり取り組むべきと提

案する。

(至急見直す必要がある事項)

①ホームヘルパー2級養成課程に対する将来性の不安解消

ホームヘルパー2級養成課程は、「将来的には介護職員基礎研修に一本化するが、当

面の間は存続させる」となつている。こあことが多くの資格取得者、これから介護の仕

事を選ぼうとする人たちにとつて、将来の不安に繋がつている。

すなわち、ヘルパーが現場を支えてv)る 現実と、ヘルパー養成課程が介護現場を志

す人達の第一歩の資格であることを踏まえ、「介護を支えるためにはヘルパーが必要」

というメッセージを明確に打ち出すべきである。

②介護基礎研修の廃止およびホニムヘルパー 1級養成課程の存続

平成 19年 6月 22日 閣議決定「規制改革推進のための3ヵ 年計画 (再改定)」 では、

「介護職員基礎研修については、効果を検証し、必要に応じて見直す」とされている。

介護基礎研修の実施状況

“

,453人 :平成 21年 3月 31日 現在)を見ると、明らかにその

必要性が問われるものであることから、これを廃上し、現状のホームヘルパー 1級養

成課程を存続させるべきである。そして、介護の上位職について整理、簡素化すべき

である。

2.現場における介護職員の現状と介護職員へ期待される役割

①現場における介護職員の現状

介護職員の平均給与は全産業平均年収より低く乖離している状況である。平成 21年

4月 の介護報酬 3%引 き上げでは、処遇改善は最大でも月額 9000円程度にとどまちて

いる。介護職員処遇改善変付金と併せても抜本的な解決となつていない。    .
現在の介護職員処遇は、現場でのキャリアが給与・処遇に活かされるような介護報酬

になつていない。こめことからヾ賃金カーブについても他産業と比較して低く乖離し、

将来への不安要因の一つとなつている。

②介護職員へ期待される役割

介護業界は、介護職員に対してキヤリアの見通し。日標を持つて仕事に取り組むこ

と及び、教育・学習機会を確保すべきである。仕事を通じて自己成長を実感すること



ができるようになることは、サービスの質の安定 。向上につながるものである。介護

に適正を持つて従事 している人材の定着を促 し、育成 していくことは、人材基盤の強

化につながリサービスの質は向上 。安定する。逆に言えば、人材基盤を強化 (正社員、

非正社員、非常勤を問わず)しなければ、安定的に継続して質の高いサ■ビスを提供

することができない。

介護職員は専門的な技術、技能t知識 とい う「介護スキル」だけでなく、それに加

えて職務遂行上必要とされる行動や態度など、「姿勢のスキル」(行動能カスキル)を 高

めていく必要がある。更には、その能力や仕事のレベルを正しくとらえ、人材育成に

活用対応できる評価基準を策定すべきである。

現状の介護職員の良い点、不足な点を正 しくとらえていなければ、今後 どのような

能力を伸ばし、どの点を改善するのかを見極めることはできない。評価基準策定は研

修、教育育成の観点からも定着育成の観′点からも必要なポイントである。

3.介護福祉士と他の研修制度との関係

介護職員に占める介護福祉士の状況は、介護施設では約 40%、 在宅サービスでは約

20%(平成 15年 10月 )と サービスごとに異なつており、こうした状況も踏まえて考

える必要がある。介護福祉士資格保有者の約 20%が福祉・介護分野で就労していない

こと、また、介護支援専門員資格保有者の約 80%が介護分野に就労していない状況か

ら、資格、研修制度全体での見直 しが必要である。

介護の仕事を始めるための第一ステップは、人材の確保、拡大の観点から現在のホ

ームヘルパー 2級課程である。その後の中級上級レベノンヘのスキルアップは、研修や

教育、キャリアパス制度、認定・修了証制度等、様々なシステムの適用により、適切

な評価基準を基に取得、向上させ、併せて処遇も向上させていくべきと考える。

4.実務経験ルー トにおける養成課程 (600時間課程)の取扱い

①当面の対応 と将来の在 り方

6oO時間課程の新たな義務付けは、介護労働者に新たな負担を強いるものであり、見

直すべきである。

介護人材が都市部では不足している今、現実を重視 して、将来を志向する政策の優

先順位を考えるがきである。現状の介護従事者の不足状況からは、とてもこの時間を

カバーできるものではない。

②求められる将来的な支援策 (実施を前提 とした場合)

将来的に600時間の養成課程を実施する場合には、介護従事者の自己研鑽が図れ

るよう、業務の中で必要な知識・技術を習得できる体制 (0」T)、 職場内外の研修受講

機会等 (OFF―JT)の確保、介護従事者が介護福祉士受験対策講座を受講する際の教

育訓練給付金支給率の引き上げ等、様々な対策が必要である。働きながら受講するた

めの支援策は実態に良「 した方策、特に在宅介護分野での現状を踏まえた、使いやすく、

効果的な制度が必要である。



5.介護人材キャリアアップの仕組みの具体的な在り方

キキリアアップの仕組みは、キヤリアパスの明確化、教育・学習機会の確保、仕事

ぶりに対する適正な評価、評価に基づく処遇の改善 (賃金やポス ト等)な ど、職員の

やり甲斐づくりにつながるものでなければならない。

キャリアアップの仕組みの構築については、平成 19年 8月 に福祉人材確保指針の見

直し (「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」の

見直しについて)にて示されている。また、「国が定期的にその実施状況を評価・検証

し、必要に応じこの指針の見直しを行ないうつ、人材確保指針策を着実に推進する」

と記されており、本検討会での検討と並行して、評価・検証を行 うべきと考える。

さらに、新成長戦略において取り上げられた日本版 NVQ(職業能力評価制度)、 な

どとも連携して、キヤリアアップの仕組みの具体的な在 り方を考えるべきである。新

成長戦略において、介護産業のアジア等海外市場への展開促進を視野にいれているこ

とも踏まえ、その仕組みを考える視点も必要である。

在宅協会員各社では、既に共通の評価システムや各社独自のキャリアアップの仕組

みを持つているところも有り、積極的に現場のノウハウを提供していきたいと考えて

いる。

① 専門介護福祉士 (仮称)の在り方

専門介護福祉士は、更に重度の認知症や障害等への対応や、医療tリ ハビリ分野ヘ

の対応等、管理 (サービスの質、人的資源、運営管理等)、 ソーシャルフマク等の分

野について、より専門的対応ができぅ人材を育成する必要から検討がされているとこ

ろである。

専門介護福祉士の新設については、専門分野、スキル向上の一つとして検討される

ものであるが、人材の確保・促進を図る観点からも検討すべき課題である。介護福祉

士資格取得後のスキルアップ、キャリアパスの過程で専門分野の習得、認定制度等の

確立が必要と考える。

6.検討に当たつてのデータ開示など

(1)下記の項目による現状と将来推計データの開示(統計直近のもの)が必要である。

① 高齢者、要介護認定者、認知症高齢者、介護職員等の現状および推計

② 高齢者の 1人暮らしや独居世帯、老夫婦世帯数等の現状および推計

③ その他

:介護資格、職種体系図

・各種介護資格保有者数、属性、潜在的介護資格保有者数

・介護福祉士各ルー ト (養成施設ルー ト、実務経験ルー ト、福祉系高校ルー ト)

での資格取得者数推移

・介護、福祉サービス従事者数    等



(2)既存検討会や委託事業成果の情報の共有化も必要である。

本検討会での議論を進めるにあたらて、今までの各種関係する審議会や検討会、

指針などでの審議結果や法改正の附帯決議等についての情報を整理、共有すべきで

ある。

(各審議会での審議結果)

。 平成 18年 7月 5日 介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直しに関する

検討会  「これからの介護を支える人材について」
。 平成 18年 12月 12日 社会保障審議会福祉部会  「介護福祉士制度及び社会福祉

士制度の在り方に関する意見」     ´

・ 平成 19年 8月 厚生労働省 「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置

に関する基本的な指針」の見直しについて

。 平成 20年 7月 厚生労働省職業安定局  「介護労働者の確保・定着等に関する研

究会」【中間とりまとめ】等

在宅協においても「産業雇用高度化推進事業」において介護スキル・知識基準、

行動能力基準、職業能力評価シー トの策定、また 「在宅サービス業日本版デュアル

システム導入促進事業」や 「包括的職業能力評価制度整備事業」(中央職業能力開発

協会)、
「平成 21年度事業主団体による能力評価制度の整備事業」等を実施 してお り、

在宅介護サービス事業における様々な評価 。標準化システムを検討・開発 してきた

ところである。この他にも各団体において検討、推進されている事業の成果を相互

連携 させながら、横断的に総合化をすることでサこビスの質の向上や標準化が図れ

るものと考える。

また、専門分野への教育 。研修や養成施設でのカリキュラムの作成は期間や時間

数が前提ではなく、育成目標や 目指すべき知識等の設定から検討し、取 り組むべき

である。既に現状の課題は過去に様々な部会、委員会や検討会でも抽出されており、

それらの課題に優先順位(ス ケジュールをつけ、検討、解決に向けて取 り組むべき

と考える。          |

以上
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・  1  600時 間養成課程に関する意見

日本介護福祉士養成施設協会

600時間養成課程と通信教育(印刷教材による)

600時間養成課程の学び方は通学と通信教育の二つの方法がある。通信課程は印刷教材に

よる方法と放送・メディアによる方法がある。放送・メディアによる時間数は 6ヶ月課程

と同じ時間数と期間であるがt印刷教材による方法はその自宅学習を含め 600時間の 3倍

に、つまり約 1800時間で 1年以上の履修期間となっている。

実務経験者に新たな 600時間養成課程を課することは、1800時間養成課程の到達目標と

の整合性において設けられたものである。 しかし、介護職の仕事をしながら介護福祉士の

資格取得希望者に負担となる意見があり、その実施方法に工夫が必要である。日本介護福

祉士養成施設協会 (介養協)は印刷教材による通信教育が適切であると考え、通信教育に

必要な教育内容と方法の開発を行った。介養協が行う600時間養成課程の教育は 1800時間

養成課程の内容を集約して行うものであるも

600時間養成課程の意義

新カリキュラムは、従来のカリキュラムが部分的に改編されたものではなく、まったく

新しいパラダイムに基づく内容となっている。則ち、介護福祉学を「人間と社会」「介護」

「こころとからだのしくみ」の3領域からなるものとし、「人間と社会」と「こころとか

らだのしくみ」は、「介護」の知識をバックアップする領域としている。さらに、「介護」

の内容は「ICF(IntematiOnal Classincation of Functioning Disability and Health:国 際生活

機能分類)に基づく介護過程の展開」を柱とし、その他の知識・学問はすべて介護過程の

展開に収飲するよう意図されている。つまり、新カリキュラムの核心は、 ICFに 基づく

介護過程を展開することができる「考える介護福祉士」を養成することにある。実務経験

者に対し新に 600時間養成課程を課する意義はこれらを修得することである。

実務経験者に理論的、体系的学習を課すことが基本であるが、実務経験者が介護福祉士

の受験資格取得時に 1800時間課程 (2年課程)の 目標に沿つて学ぶ必要がある。

60o時間養成課程の内容

「人間と社会」は対人援助の核になる人間観、社会観、介護観を養 うところである。基

本的人権を尊重する視点から、介護における「尊厳」「自立」の職業意識持っことを学ぶ。

「介護の基本」は、対象である利用者を理解し人間関係を構築しながら援助 していくうえ

での基礎であり土台となるところである。知識だけではなく、対人援助職としての価値や

倫理が重要視されるところであり、介護を必要とする人々の人権と尊厳を尊重できる介護

者の育成を目的としている。

「介護過程」は、介護を必要とする人の全人的な理解とその対象となる方のQOLの 向上を目

指した援助であり、根拠に基づいた援助実践であるための科学的思考過程の習得を目的と

している。学習過程として「介護過程」を理論編と実践編に分けている。理論編では、介

護過程の意義 :目 的等を理解するとともに、介護過程のベースとなっている問題解決思考



について身近なテーマにそつて理解できるようにする。その上で、介護過程の構成要素と

それぞれの理解を通して介護過程の全体像が学べる内容とする。実践編では、「生活支援

技術」の各単元において学んだICFに基づいたアセスメント視点や方法を具体的な事例を用

いながら介護過程に展開できるようにしていくことが必要である。

「コミュニケーション技術」は、介護を必要とする対象者を理解し援助し、人間関係構

築の過程でもある。援助的関係(援助的コミュ千ケすションについて理解するとともに、

利用者 。禾J用者家族、あるいは介護職間、多職種協働におけるコミ三二ヶ―ション能力を

養 うための学習である。

「生活支援技術」は、介護過程に基づく介護技術の実践くすなわち生活支援技術に必要

な知識・技術を学ぶ。利用者の尊厳を守 り自己選択と自己決定を支え、自立、の援助実践

を展開していくためには、対象者の全人的理解と根拠に基づいた介護技術の提供が必要で

ある

「こころとからだのしくみ」は、障害をもつ人の日常生活支援に際し、その人を心身両面

から理解するための領域である。

介護福祉には、生命を守り
′
、健康を維持し、生活を機能させるという三段階の目的があ

るが、「こころとからだのしくみ」はこのすべての段階に関わる知識を提供する。そして、

生活を機能させる段階において「人間と社会」および「介護」の領域との共通基盤となる

のが、 ICFで ある。′「こころとからだのしくみ」の領域にはさらに、 「発達と老化の理

解」 「認知症の理解」 「障害の理解」 「こころとからだのしくみ」の4科 目がある。

600時間養成課程の展開

学習スケジュール

通信課程は、実務経験者が国家試験の受験資格を得ることが主目的である。したがつて、

国家試験の実施時期を想定して学習スケジュールを計画することが必要である。課程開始

の時期、知識や技術の習熟度の視点、そして受講者の課程からの脱落予防等の視点にたつ

た、実務経験者にとつて教育的効果の高い方法を、1年以上の期間で組み立てなければなら

ない。

スクーリング

面接授業は、通信教育だけでは修得が難しく、実技や演習で行 うことが効果的な内容を

学ぶために行われるものである。教育内容のうち、介護領域の 「介護の基本」、「コミュニ

ケーション技術」、「生活支援技術」、「介護過程」の計 300時間のうち 45時間分は、介護等

に関する専門的技術を学習するため、教員と学生との双方向の対話による演習形式の授業、

いわゆる「面接授業」 (ス クーリング)の方法による授業が義務付けられている。スクーリ

ングに必要な日数は 1年間で6日 間である。それは集中的に行 うか分散して行 うかのいず

れかの方法が考えられる。




